
消防吏員用活動服等購入 仕様書 
 
総則 
 この仕様書は、阿賀町消防本部（以下「当本部」という。）において調達する消防吏員用
被服の仕様について適用する。 
 
1 品名及び数量 

  
品名 数量 備考 

活動服 上衣 23 
 

エミュファイター ＣＡ−９３０５ ＮＥＯアクティブ 前合わ
せ、袖はファスナー式とする。  
左胸ポケット上部に名札用マジック受けを設ける。（写真１） 
背面に本部名をプリントする。（写真２） 
色はサージ・ブルーとする。 

上衣女性用 3 女性用消防吏員用活動服とし、仕様は上記男性用に準ずる。 
ズボン 27 エミュファイター ＣＡ−９３０５ ＮＥＯアクティブ Ａ型と

する。色はサージ・ブルーとする。 
ベルト 26 ４０㎜幅、バックルは２本ピン式、色はＰＢ 

夏制服 上衣（⻑袖） 13 エコ１３０２Ｂ  左袖上部にエンブレム付きとする。（写真３） 

上衣（⻑袖） 
女性用 

2 女性用消防吏員用夏服とし、仕様は上記男性用に準ずる。 

ズボン 13 エコ１３０２ＮＢ 
ズボン女性用 2 女性吏員用夏服 
制帽 13 男性用盛夏帽 エコ１３０２ＮＢ 
制帽女性用 2 女性消防吏員用盛夏帽 
ベルト 15 ３０㎜幅、ナイロンベルトでローラーバックル式、消防マーク入

り。色はＰＢとする。 
白手袋 15 式典用白手袋 

冬制服 上衣  7 ＮＫ−２２０１                                           
ダブル６ッ釦・３ッ掛とし、手帳ループ付きとする。          
色は濃紺、左袖上部にエンブレム（夏制服と同様）付きとする。 

ズボン 7 ＮＫ−２２０１                                           
腰帯付仕立とし、外向１タックとする。                      
伸縮式ウエストアジャスター付とする。色は濃紺。 

制帽 7 合冬服用の紺サージとする。 
ネクタイ 7 ポリエステル製又はテトロン製とする。                      

色は紺地にオレンジと白のストライプ模様とする。 



保安帽  1 ＶＰ−１１型 
両サイドに「阿賀町消防」の表示及び階級周章付とする。 

救急服 上衣（冬用） 
 
 
 

3 エミユファイター救急服難燃冬用⻑袖 前立て⽐翼式ファスナー
としマジックを３ヶ所取りつける。 袖口ファスナー式とする。 左
胸に名札用マジック受けを設ける。（写真４） 右胸にマジック階級
章受けを設ける。 替襟をつける。 

上衣(夏・⻑袖) 1 エミユファイター救急服難燃夏用⻑袖 前立て⽐翼式ファスナー
としマジックを３ヶ所取りつける。 袖口ファスナー式とする。 左
胸に名札用マジック受けを設ける。（写真４） 右胸にマジック階級
章受けを設ける。 替襟をつける。 

上衣(夏・半袖) 1 救急服難燃夏用半袖 上記⻑袖と同様とする。 

ズボン(冬用) 2 救急服難燃冬用ズボン 両脇ポケット、左右後ポケット雨ブ タな
しとする。前立てファスナー、裾口シングルとする。 

ズボン(夏用) 1 救急服難燃夏用ズボン 両脇ポケット、左右後ポケット雨ブタな
しとする。 前立てファスナー、裾口シングルとする。 

ベルト 2 反射式作業用ベルト、幅：38ｍｍ、色：白、形状：専用２本ピン 
救助靴  ２ ＪＯＥＷＩＮＧ 
⿊短靴  ３ シモンスター安全靴 ＳF１１ 
革手袋  ９ 日本グローブ（株）製 №171 白色       

２ 仕様   仕様に合致するもの。 
３ 納入期限 令和９年１月３１日（日） 
４ 納入場所 阿賀町消防本部 
５ 採寸 

 採寸については、サイズ表による試着ゲージにより、各人の採寸を行い入念にそのサ
イズを決定するものとする。 
 ただし、袖丈、ズボンの股下の寸法法については、サイズ表に示した基準にこだわら
ず、各人の体型に合わせて仕上げるものとする。 

６ 検査 
   検査は外観検査及び分解検査とし、その経費は一切納入者の負担とすること。 
７ 納品 
   製品の納入に際しては、１着ごとにプレスした後ビニール袋により包装すること。 
８ 納品の保証 
   納入後であっても生地、型式、縫製等に不備又は相違があるときは、すみやかに補正 

し、又は取替えるものとする。 
９ 注意事項 

（１） 製作に要する費用は、当初の契約額の通りとする。 
（２） 使用素材は、すべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織

りキズ、ムラがないもの、また織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなどの
欠点のないものを使用しなければならない。 



（３） 縫製について、各部の縫い合わせ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その
他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。 
また、仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。 

（４） 仕様書の内容を納入者の解釈により勝手に変更してはならない。 
（５） この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 

写真１ 写真２ 

写真３ 写真４ 


